
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

 
規
 
則
 

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
 

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
〇

 

告
 
示
 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
〇

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
二
三
〇

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
二
三
一

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
二
三
一

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
一

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
名
称
 

及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
一

 

○
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
一

 

公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
二

 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
二

 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
二

 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
三

 

正
 
誤
 

○
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
二
十
九
号
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
三
三

 

 

規
 
 
則
 

 指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

福
島
県
規
則
第
四
十
九
号
 

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

別
表
第
二
み
ち
の
く
安
達
農
業
協
同
組
合
の
項
中
「
大
玉
支
店
」
の
下
に
「
、
二
本
松
南
支
店
」
を

加
え
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
出
納
総
務
課
）
 

 

告
 
 
示
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。） に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
年
月
日
 

絆
診
療
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南
相
馬
市
鹿
島
区
寺
内
字
三
里
一
―
二
四
 
 
 
 
平
成
二
四
年
五
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

な
み
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
 
 
 
 
西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
関
和
久
字
上
野
舘
二
一
〇
 
同
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
三
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
二
二
日
 

医
療
法
人
三
愛
会
池
田
記
念
病
 
須
賀
川
市
森
宿
字
狐
石
一
二
九
―
七
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
四

院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
鎌
田
訪
 
福
島
市
丸
子
字
富
塚
三
五
―
一
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 
 
 
 
 

エ
ー
ル
薬
局
 
御
山
町
店
 
 
 
福
島
市
御
山
町
五
―
二
八
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
五
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
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         福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
( 中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃
止
年
月
日
 

か
ん
の
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク
 
 
南
相
馬
市
原
町
区
北
町
二
七
七
―
一
 
 
 
 
 
 
平
成
二
三
年
一
 

二
月
三
一
日
 

オ
ク
ノ
薬
局
 
 
 
 
 
 
 
 
南
相
馬
市
原
町
区
南
町
一
―
一
六
二
 
 
 
 
 
 
平
成
二
四
年
三
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
三
日
 

医
療
法
人
三
愛
会
池
田
記
念
病
 
須
賀
川
市
弘
法
坦
五
三
―
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 

院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
一
日
 

株
式
会
社
富
永
薬
局
 
 
 
 
 
白
河
市
一
番
町
二
九
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
四
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
〇
日
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
号
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
休
止
年
月
日
 

医
療
法
人
篠
木
医
院
 
 
 
 
 
南
相
馬
市
原
町
区
本
町
三
―
三
四
 
 
 
 
 
 
 
平
成
二
四
年
三
 

月
三
一
日
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
  平
 

氏
 
名
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
 
 
 
施
術
所
名
 
 
 
施
術
所
の
所
在
地
 
 
 
指
定
年
月
日
 

榎
本
 
敦
士
 
 
南
相
馬
市
原
町
区
北
 
え
の
整
骨
院
 
 
南
相
馬
市
原
町
区
大
町
 
平
成
二
四
年
五
 

新
田
字
本
町
九
八
―
 
 
 
 
 
 
 
 
一
―
一
〇
〇
 
 
 
 
 
 月
一
日
 

七
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保

護
法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
名
称

及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八

渡
邉
 
國
恭
 

 
氏
 
名
 

 

二
本
松
市
大

平
中
井
四
三
 

住
 
所
 

ふ
れ
あ
い
心

の
サ
ー
ビ
ス

二
本
松
店
 

変
 
更
 
前
 

ふ
れ
あ
い
心

の
サ
ー
ビ
ス

二
本
松
店
 

ふ
れ
あ
い
心

の
サ
ー
ビ
ス

本
宮
店
 

変
 
更
 
後
 

名
 
 
 
 
 
 
称
 

二
本
松
市
上

川
崎
字
山
中

五
八
―
二
 

変
 
更
 
前
 

二
本
松
市
上

川
崎
字
山
中

五
八
―
二
 

（
二
本
松
店
）

本
宮
市
本
宮

字
鍋
田
一
一

七
―
一
（
本
 

宮
店
）
 

変
 
更
 
後
 

所
 
 
 
在
 
 
 
地
 

福
島
市
肢
体
不
自
由

児
通
園
療
育
セ
ン

タ
ー
 

変
 
 
更
 
 
前
 

福
島
市
こ
ど
も
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
 

変
 
 
更
 
 
後
 

名
 
 
 
 
 
 
 
称
 

福
島
市
森
合
町
一
〇
―
六
 

所
 
 
 
在
 
 
 
地
 

（
社
会
福
祉
課
）
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条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
矢
吹
原
土
地
改
良
区
が
矢
吹
原
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
新
た
な
土
地

改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
縦
覧
に
供
す
る
書
類
 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
 

二
 
縦
覧
の
期
間
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日
か
ら
 

同
 
 
 
 
 
 
月
三
十
日
ま
で
 

三
 
縦
覧
の
場
所
 

白
河
市
役
所
、
須
賀
川
市
役
所
、
鏡
石
町
役
場
、
天
栄
村
役
場
、
泉
崎
村
役
場
及
び
矢
吹
町
役
場
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
百
八
十
九
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
の
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
の
健
康
を
考
え
る
会
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

澤
田
 
和
美
 

丸
 
光
惠
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
福
島
市
野
田
町
六
丁
目
四
番
七
十
四
―
五
号
メ
ゾ
ン
オ
ー
ブ
Ｃ
二
〇
三
号
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
内
の
児
童
養
護
施
設
に
措
置
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
を
対
象
に
、
低
線
量
被

曝
の
最
小
限
化
と
健
康
状
況
の
把
握
を
行
い
、
健
康
被
害
の
早
期
発
見
お
よ
び
早
期
治
療
を
行
う
こ

と
で
、
包
括
的
な
健
康
管
理
事
業
を
行
う
こ
と
。
ま
た
子
ど
も
を
養
育
す
る
職
員
の
健
康
管
理
を
行

い
、
さ
ら
に
広
く
市
民
に
対
し
て
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
の
健
康
に
関
す
る
啓
発
活
動
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
百
九
十
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

愛
谷
堰
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
矢
吹
 
家
宣
 
い
わ
き
市
平
荒
田
目
字
高
原
一
一
番
地
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 公
告
第
百
九
十
一
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

南
相
馬
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
渡
邉
 
一
成
 
南
相
馬
市
原
町
区
北
野
字
北
原
田
二
三
四
番
地
 

同
 
 
古
川
 
信
 
 
相
馬
郡
飯
舘
村
飯
 
字
町
一
七
〇
番
地
 

同
 
 
佐
藤
 
重
久
 
南
相
馬
市
原
町
区
上
渋
佐
字
北
谷
地
一
五
番
地
 

同
 
 
大
甕
 
逸
朗
 
同
 
 
市
原
町
区
深
野
字
原
田
一
番
地
 

同
 
 
平
田
 
武
 
 
同
 
 
市
原
町
区
北
長
野
字
山
居
前
一
一
二
番
地
 

同
 
 
牛
渡
 
隆
夫
 
同
 
 
市
原
町
区
石
神
字
北
明
内
三
番
地
 

同
 
 
坂
本
 
恒
雄
 
同
 
 
市
原
町
区
馬
場
字
垣
ノ
内
一
三
番
地
 

同
 
 
山
田
 
一
馬
 
同
 
 
市
原
町
区
上
北
高
平
字
西
高
松
一
七
五
番
地
 

同
 
 
脇
本
 
敏
明
 
同
 
 
市
原
町
区
下
北
高
平
字
杉
内
一
二
六
番
地
 

同
 
 
横
山
 
元
榮
 
同
 
 
市
原
町
区
泉
字
町
下
一
五
番
地
 

同
 
 
鶴
蒔
 
清
一
 
同
 
 
市
原
町
区
大
甕
字
鶴
蒔
二
六
二
番
地
 

同
 
 
寶
玉
 
義
則
 
同
 
 
市
原
町
区
江
井
字
堀
内
前
二
七
番
地
 

同
 
 
池
田
 
吉
男
 
同
 
 
市
原
町
区
萱
浜
字
原
畑
一
二
二
番
地
 

同
 
 
平
 
 
信
照
 
同
 
 
市
原
町
区
北
原
字
境
堀
二
一
九
番
地
 

同
 
 
武
山
 
正
孝
 
同
 
 
市
原
町
区
牛
来
字
大
塚
一
〇
五
番
地
 

同
 
 
境
 
 
勝
明
 
同
 
 
市
原
町
区
上
太
田
字
中
島
六
二
番
地
 

同
 
 
小
林
 
久
夫
 
同
 
 
市
原
町
区
益
田
字
寺
之
前
一
二
番
地
 

監
事
 
石
橋
 
篤
 
 
同
 
 
市
原
町
区
信
田
沢
字
東
原
六
二
番
地
の
二
 

同
 
 
小
林
 
光
吉
 
同
 
 
市
原
町
区
泉
字
広
畑
四
六
一
番
地
 

（
二
十
日
間
）
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同
 
 
新
川
 
政
廣
 
同
 
 
市
原
町
区
萱
浜
字
赤
沼
四
六
番
地
 

同
 
 
木
幡
 
俊
信
 
同
 
 
市
原
町
区
鶴
谷
字
坂
下
三
四
四
番
地
 

就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
渡
邉
 
一
成
 
南
相
馬
市
原
町
区
北
野
字
北
原
田
二
三
四
番
地
 

同
 
 
古
川
 
信
 
 
相
馬
郡
飯
舘
村
飯
 
字
町
一
七
〇
番
地
 

同
 
 
酒
井
 
盛
男
 
南
相
馬
市
原
町
区
下
渋
佐
字
平
一
二
三
番
地
 

同
 
 
大
甕
 
逸
朗
 
同
 
 
市
原
町
区
深
野
字
原
田
一
番
地
 

同
 
 
平
田
 
武
 
 
同
 
 
市
原
町
区
北
長
野
字
山
居
前
一
一
二
番
地
 

同
 
 
牛
渡
 
隆
夫
 
同
 
 
市
原
町
区
石
神
字
北
明
内
三
番
地
 

同
 
 
志
賀
 
恒
夫
 
同
 
 
市
原
町
区
馬
場
字
地
切
五
〇
番
地
 

同
 
 
脇
本
 
敏
明
 
同
 
 
市
原
町
区
下
北
高
平
字
杉
内
一
二
六
番
地
 

同
 
 
横
山
 
元
榮
 
同
 
 
市
原
町
区
泉
字
町
下
一
五
番
地
 

同
 
 
鶴
蒔
 
清
一
 
同
 
 
市
原
町
区
大
甕
字
鶴
蒔
二
六
二
番
地
 

同
 
 
寶
玉
 
義
則
 
同
 
 
市
原
町
区
江
井
字
堀
内
前
二
七
番
地
 

同
 
 
池
田
 
吉
男
 
同
 
 
市
原
町
区
萱
浜
字
原
畑
一
二
二
番
地
 

同
 
 
武
山
 
正
孝
 
同
 
 
市
原
町
区
牛
来
字
大
塚
一
〇
五
番
地
 

同
 
 
境
 
 
勝
明
 
同
 
 
市
原
町
区
上
太
田
字
中
島
六
二
番
地
 

監
事
 
小
林
 
光
吉
 
同
 
 
市
原
町
区
泉
字
広
畑
四
六
一
番
地
 

同
 
 
石
橋
 
篤
 
 
同
 
 
市
原
町
区
信
田
沢
字
東
原
六
二
番
地
の
二
 

同
 
 
木
幡
 
俊
信
 
同
 
 
市
原
町
区
鶴
谷
字
坂
下
三
四
四
番
地
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 公
告
第
百
九
十
二
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
相

馬
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

変
更
が
あ
っ
た
者
の
役
別
、
氏
名
及
び
住
所
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
住
所
 

監
事
 
石
橋
 
篤
 
変
更
前
 
南
相
馬
市
原
町
区
信
田
沢
字
戸
ノ
内
五
〇
番
地
 

変
更
後
 
南
相
馬
市
原
町
区
信
田
沢
字
東
原
六
二
番
地
の
二
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 

正
 
 
誤
 

○
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
二
十
九
号
中
（
原
稿
誤
り
）
 

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

六

下 上

却
 
 
 
 
下

却
 
 
 
 
下

審
理

中

却
 
 
 
 
下

却
 
 
 
 
下

決
定
等
の
区
分

棄
 
 
 
 
却

決
定
等
の
区
分

3 

却
下

0 

棄
却

1 

認
容

0 

一
部

認
容

4 

小
計

決
定

1 

取
下
げ

10

審
理
中

1 

却
下

1 

棄
却

1 

認
容

0 

一
部

認
容

3 

小
計

決
定

1 

取
下
げ

11

審
理
中

平成24年７月10日 火曜日 福 島 県 報 第2400号 233

�



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

                                    

    

平成24年７月10日 火曜日 福 島 県 報 第2400号234


